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無担保無保証ローンについて

　金融商品の要素

　消費者金融業者の中心的な商品は「無担保・無保証ローン」

　リスクは貸し手

図表－１

図表－２

図表－３

ＴＡＰＡＬＳ白書２００５　データ集Ｐ．１より

ＴＡＰＡＬＳ白書２００５　データ集Ｐ．１より

貸倒償却額・償却率

償却額 償却率 償却額 償却率
当社 112,598 7.0 108,446 6.8
消費者金融連絡会：５社計 462,835 7.2 433,901 6.8

平成１５年度 平成１６年度
（百万円、％）

無担保・無保証ローン比率 （％）

平成１５年度 平成１６年度

当社 96.0 96.5

消費者金融連絡会：５社計 92.8 92.8

商品を構成する要素

販売対象 担保有無 保証人 契約形態 目的 返済額 その他

一般消費
者

事業者

法人

無

有

無

有

包括契約

個別契約

金利

借入金額

返済期間

フリー

教育、旅行
など

事業資金

最低返済
額以上（ミ
ニマムペイ

メント）

指定額
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消費者のメリット

①担保（主に不動産）がなくても融資を受けられる

②担保を差し出していないので、万一返済が困難になっても担保権を実行されない
　（住居をとられることはない）

③有担保の場合、登記等により第三者に借入の事実を知られざるを得ないが、それを回避できる

④有保証の場合は万一返済不能になったとき保証人に迷惑をかけるがそれがない

貸し手のデメリット

①審査技術が確立されていない場合には、高いリスクを負う可能性がある

②自社の新規融資時には十分な信用力があったとしても、資金需要者が後の収入減少や借入の増加、
　 ヤミ金に騙されたときなどにリスクを負うことになる
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リボルビング契約の特徴

リボルビング方式には利用者の信用力に応じて、あらかじめ借入限度額を設定し、その限度額の範囲内であれば、繰り返
し利用できるという特徴があります。

つまり、一定の与信（借入）限度枠の範囲内で自由に利用ができ、毎月一定の金額を支払う返済方法です。

具体的には以下の３つの特徴があります。

■一定の与信（借入）限度額を設定

■返済額は、最低支払額（ミニマムペイメント）を定め、任意での追加返済は自由

■利用残高が与信（借入）限度額の上限以内ならば、自由に追加利用ができる

このように、リボルビング方式はカード利用により随時入出金ができることから、ＣＤ／ＡＴＭの利用に適した契約形態とい
えます。消費者金融業界では現在の主流となっています。

50
万
円
の
場
合

借
入
限
度
額

利用
限度額

残　高

　
　

30
万
円
借
入

２０万円

３０万円

　

元
金
10
万
円
返
済

３０万円

２０万円

　

20
万
円
追
加
借
入

１０万円

４０万円

リボルビング方式

（資料）消費者金融白書：　JCFA、NIC会による共同制作
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リボルビング契約のメリット

①新規契約時の上限金額はお客さま自身が設定できる、ただし、審査の結果、要望
　 よりも低い上限金額になることはある

②返済は、期限前であればいつでも行える

③返済は、最低支払金額以上であればいくらでも返すことができる

④借入・返済は固定された場所で行う必要がなく、その都度自分に最も利便性の
　 高い場所で、手数料などもなく行うことができる

連絡業務

途上与信

再利用

解約

完済契約 借入・返済 延滞申込

新規与信

新規契約申し込みから完済まで 図表－４
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新規契約申し込みから完済まで

貸金業界の関連法令

図表－５

図表－６

CD・ＡＴＭ台数（当社）
81,736
1,891

79,845

CD・ＡＴＭ台数（台）
自社設置分
提携分

※当社集計より

構成比 構成比

 Ａ　Ｔ　Ｍ 23,820,086 99.07 28,014,806 86.76

(内提携ＡＴＭ) (7,881,787) (32.78) (4,965,425) (15.38)

 合　　計 24,042,693 100.00 32,288,310 100.00

貸付件数 入金件数

ATMによる入出金件数割り合い
（件、％）

申　込

契　約

借　入

返　済

債務整理

延　滞

破産法
個人債務者

民事再生手続き
ＡＤＲ法（未施行）司法書士法（改正）特定調停法

その他の関連法令

　　○１４条：貸付条件等の掲示
　　　○１５条：貸付条件の広告等
　　○１６条：誇大広告等の禁止

　　　○１３条：過剰貸付の禁止
　　○１７条：書面交付

　
　　○１３条：過剰貸付の禁止
　　○１７条：書面の交付

　
　　○１８条：受取証書の交付
　　○２２条：債権証書の返還

　　　○２１条：取立行為の規制

利
息
制
限
法

出
資
法

個
人
情
報
保
護
法

本
人
確
認
法

I
T
書
面
一
括
法

　
　
　
　
　
　
　

(

対
象
か
ら
外
さ
れ
る

）

貸金業規制法
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契約極度額（当社）

60.7%

39.3%

成立不成立

平成１５年度

58.9%

41.1%

成立不成立

平成１６年度

新規契約率（消費者金融連絡会５社計）

図表－７

図表－８

ＴＡＰＡＬＳ白書２００５
　Ｐ．２１より

※当社集計より

平成１６年度
新規申込件数（千件） 2,319
新規契約数（千件） 1,365
新規契約率（％） 58.9

平成１５年度
新規申込件数（千件） 2,389
新規契約数（千件） 1,450
新規契約率（％） 60.7

図表－９

新規極度額ランク別構成表【2004.4.1～2005.3.31】

口座　（件）
構成比
（％）

　　合　　計 338,696 100.0

1～10万円 66,304 19.6

11～20万円 59,032 17.4

21～30万円 48,193 14.2

31～40万円 23,424 6.9

41～50万円 119,451 35.3

50万円以上 22,292 6.6

＊51万以上の設定においては、本社審査認可後の設定となっています。

極
度
額
ラ
ン
ク

ＴＡＰＡＬＳ白書２００５　
Ｐ．３３より

平均貸付金利推移（消費者金融連絡会5社） （単位：％）

12年3月末 13年3月末 14年3月末 15年3月末 16年3月末 17年3月末

25.52 24.87 24.56 24.16 23.40 23.15
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断り理由（当社）

利用者の業種別

図表－１０

図表－１１

平成16年度新規断り理由内訳（無担保）＊クレジット除く
（単位：件/％）

断り合計 161,225 構成比

信用情報内容判断 64,296 39.9

コンピューター与信判断 23,989 14.9

金額折り合わず 18,761 11.6

最終決裁者判断 26,212 16.3

上記以外のその他の理由 27,967 17.3

厚生労働省：労働力調査より

業種別（当社）

13.5%

14.7%

7.3%
6.8%

5.9%

1.0% 2.0%

0.2%

0.3%

18.2%

25.1%

3.4%
1.6%0.0% 0.1%

農林水産業

鉱　　　業

製造業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

金融・保険業

不動産業

飲食店・宿泊業

教育・医療

サービス事業

公務（他に分類されないも の）

分類不能の産業

業種別（全国）

3.6%

18.2%

8.9%

0.5%

2.9%

5.2%

18.0%

1.2%

5.5%

13.0%

15.7%

3.5%

1.1%
0%

2.6%

農林水産業

鉱　　　業

製造業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

金融・保険業

不動産業

飲食店・宿泊業

教育・医療

サービス事業

公務（他に分類されないも の）

分類不能の産業
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利用者の年代・年収別 ・利用者は一般的な消費者

業者が背負っているリスクと関連している
リスク・ベースド・プライシングの概念からは『ハイリスク層』へのサービスと定義される
『信用』のみによって立つ商品であるからハイリスクである
無担保・無保証の商品は、本来『性善説』により成り立つ

図表－１２

ＴＡＰＡＬＳ白書２００５　Ｐ．２６，Ｐ．２７より

年代別（消費者金融連絡会５社）

２０歳代
22.6%

３０歳代
27.6%

４０歳代
20.2%

５０歳代
18.8%

６０歳～
10.9%

年代別（全国）

２０歳代
19.4%

３０歳代
21.4%

４０歳代
18.3%

５０歳代
22.3%

６０歳～
18.6%

2004/3：住民基本台帳より（２０歳～６９歳データより作成

年収別（消費者金融連絡会5社）

9.9%

14.1%

18.5%

18.8%

24.0%

1.9%1.0%2.0%

3.4%

4%

　200万円以下

300万円以下

400万円以下

 500万円以下

600万円以下

700万円以下

800万円以下

900万円以下

1000万円以下

1000万円超

年収別（全国）

20.2%

15.8%

17.5%
14.5%

10.3%

6.6%

4.9%

4.9%

3.2%
2.0%

　200万円以下

300万円以下

400万円以下

 500万円以下

600万円以下

700万円以下

800万円以下

900万円以下

1000万円以下

1000万円超

国税庁民間給与実態調査（平成１５年）より
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新規与信

※借入申込書記入（契約締結時）

与　信　決　済

顧客自筆書類

信用情報センター

（他社借入状況）

   受付担当者作成の

   対面審査結果記録

自動与信結果

 与信額、返済シス

 テム等契約内容の

 顧客への説明

 ※借入申込書記入

カード発行、

契約書面の交付

契　約　締　結

　・借入希望額（極度額）

　・年収

　・既往借入額

　○基本情報

　　＊氏名　　　　　＊生年月日

　　＊会社電話番号　＊自宅電話番号

　　＊性別

　○勤務先情報

　　・名称　　　　・役職

　　・所在地　　　・雇用区分

　　・所属　　　　・収入パターン

　　・入社月　　　・年収、月収

　　・業種　　　　・給料日

　　・資本金　　　・休日

　　・社員数　　　・保険種類

　　・職種　　　　・保険区分等

　○生活情報

　　・独既　　　　・入居年月

　　・電話区分　　・家賃／住宅ﾛー ﾝ

　　・本籍　　　　・家族構成等

　　・自宅住所　　・住居種類

信用情報センター利用同意

入会申込書記入

　○本人確認（持参書類の確認）

　○顧客申告内容の確認

　○自宅、勤務先への在籍確認

　○自宅の地図確認等

人的審査

　○顧客名寄せデータ　…　重複登録防止

　○企業(事務所)データ…　勤務先内容確認

　○企業別会員データ　…　同一企業に勤務している

　　　　　　　　　　　　　 当社会員数、移管率を確認

　○電話帳データ　　　…　自宅、勤務先電話番号を

                    　　　 電話帳(NTT)データと照合

コンピュータ活用審査

　個人信用情報センター照会
（全情連、ＣＩＣ、ＫＳＣ）

自　　　動　　　与　　　信
（与信支援システム）

審　　査

申　　　　込 審　　　　　　査 与信決裁 契約締結

入力

入力

入力

図表－１３
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途上与信
図表－１４

　　　○取引経過照会

　　　○支店個別照会
　　　○ＭＴ一括照会   ※３ヶ月に１度照会

　　　○顧客からの届出
　　　○顧客への連絡時も判明、等

貸　出　中　止

与　信　額　維　持

与　信　額　増　額

信用情報センター情報

顧　　客　　状　　況

信用力に応じた上限金額

⇒途　上　与　信 全てのリスク回避は不可能

コンピューター与信判断と与信決裁者判断

当　社　取　引　状　況
返済状況

延滞状況

申込客の信用力に応じた商品設計し提供

与信設定

⇒

信　　　　　用　　　　　力　　　　　判　　　　　断

与　信　決　裁

⇒

他社借入れ・返済状況

居住・勤務状況等
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請求連絡業務
図表－１５

事
前
準
備

最初に電話連絡

　・あらかじめ顧客データに入れてある､優先連絡先･連絡時間帯に連絡

　・顧客のプライバシー保護のため、担当者個人名で連絡

電話で連絡が取れない場合、封書送付

実
施

延　滞　発　生

対象先状況把握

対応方針決定・準備

顧客連絡(電話･封書)

顧客との約束

与信見直し

約束不履行 入　　金 面　　談

延滞管理・回収の具体的な手法・フロー
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貸金業規制法　第２１条

　取り立て行為の規制（概要）

1. 内閣府令が定める時間帯（午後９時から午前８時まで※施行規則１９条１項）に債務者に電話をかけたり、ＦＡＸを送
信したり、居宅を訪問したりすること

2. 正当な理由（※ガイドライン３－２－６（３））がないのに、債務者等の勤務先、その他の居宅以外の場所に電話をかけ
たり、電報を送達したり、若しくはＦＡＸを送付したりすること

3. 第三者に対し、債務者の借入の事実、私生活に関する事実を明らかにすること（※施行規則１９条２項　書面には封
をするなど借入の事実が分からない方法をとる）

4. 債務者に他の貸金業者から弁済資金の調達を要求すること

5. 債務者以外のものに対し、債務の肩代わりを要求すること

6. 債務者が、弁護士や司法書士に債務整理を委託した場合（いわゆる弁護士等が受任した場合）に、正当な理由がな
いのに債務者に電話、ＦＡＸ等で連絡をとること。

貸金業者は債権の取立てをするにあたり、人を威迫し、又は次の各号に挙げる言動をし、人の私生活もしくは業務の
平穏を害し、困惑させてはならない。

　本条違反の罰則

1. 行政処分　貸金規制法３６条（業務の全部または一部停止）

2. ２１条第１項違反＞貸金業規制法４７条ノ二　２年以下の懲役　３００万円以下の罰金

3. ２１条第２項、３項違反＞貸金業規制法４９条　１００万円以下の罰金
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　※ＴＡＰＡＬＳ白書２００５　Ｐ71，Ｐ８５～Ｐ１００　「消費者金融連絡会」参照

　相　談　窓　口　の　拡　大

自主規制

相談窓口

啓発、教育活動状況

　貸　付　規　制　＝　新規時の借入件数制限

　広　告　規　制　＝　ＣＭの放映時間・表現内容等

啓　発　広　告　

金　銭　教　育　支　援　活　動

講　師　派　遣　制　度

基　金　設　立　

　新　た　な　機　関　の　創　設

悪質業者の排除に関して

　消　費　者　が　明　確　に　見　分　け　ら　れ　る　基　準
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　過　払　い　返　還　額　増　加

（社）東京都貸金業協会：アンケート
激増する過払金返還請求の実態に迫るより

Ｎ＝１００ 社 図表－１６

安定化したビジネスモデルの実現

43条の空洞化

⇒

規制法43条（みなし弁済）の不安定から
　・債務整理、訴訟提起した資金需要者のみが、利息制限法金利を適用

⇒ 　・貸倒れリスク予測困難で経営が不安定
　・登録業者の減少
　・超過需要の発生
　・無登録悪質業者（ヤミ金）による被害が増加

　『資金需要者の利益保護』不十分
　『貸金業の業務の適正』阻害

規制法43条の機能と主旨 貸金業の適正の確保・資金需要者等の保護

規制法43条
（みなし弁済）

不安定

《不安定から生じている問題解決》

《規制法43条の機能と主旨回復》
規制法43条の明確化

過払金返還額消費者金融連絡会５社合計（平成１７年度第三四半期） ３７１億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各社データブックまたは決算説明会報告より）

過払金返還請求件数と請求総額の推移

87.6

216.7

348.5

22

48

79

0

100

200

300

400

平成14年 平成15年 平成16年

（億円）

0
20
40
60
80
100

（千件）

過払金返還総額 過払金返還件数

Ｎ＝１００ 社
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貸金業規制の現代化

　　　●ＩＴ書面も可能とする書面交付方法の是正

　・債務内容の把握 ・不便 ・便利
　・返済計画 ・遅延 ・迅速

・不確実 ・確実
○個人情報保護法との整合
　・プライバシー保護

　　　　○発生してしまった多重債務者への対応
　　　　○多重債務者の発生の未然防止

※ＩＴ化対応を希望する ※ＩＴ化対応を希望する
　資金需要者ニーズに応える

（資金需要者に選択の権利有）

《資金需要者の利益保護徹底》

更なる資金需要者等の利益の保護・更なる貸金業務の適正な運営の徹底

（資金需要者に選択の権利なし）
　資金需要者ニーズを阻害

《資金需要者の利益保護》 《資金需要者の利益保護不十分》

リボルビング取引・ＡＴＭ（提携ＡＴＭ含む）取引に添った書面交付対応

●法定記載事項の整備

○リボルビング取引に添った記載項目 【紙媒体だけの書面交付】 【紙媒体とＩＴ書面による書面交付】


